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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示領域を有するディスプレイと、
　第１の操作キー部と第２の操作キー部とを有し、該第１の操作キー部は、前記ディスプ
レイの画像表示領域に表示される画像に従って入力操作が可能であるタッチパネルと、
　透光性パネル部とキー表示部とを有し、該透光性パネル部は、前記タッチパネルの第１
の操作キー部を覆い、該キー表示部は、前記タッチパネルの第２の操作キー部を覆ってい
るカバーパネル
とを具え、前記タッチパネルの第２の操作キー部は、前記カバーパネルのキー表示部の表
示に従ってカバーパネルの表面から入力操作が可能である携帯電子機器。
【請求項２】
　前記カバーパネルのキー表示部には、機器動作を表わす操作キーが表示される請求項１
に記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記タッチパネルの第２の操作キー部に対する操作によって、前記ディスプレイの画像
表示領域に表示されている画像に対する操作信号が生成される請求項１又は請求項２に記
載の携帯電子機器。
【請求項４】
　前記タッチパネルの第１の操作キー部は透光性を有し、該操作キー部が前記ディスプレ
イの画像表示領域を覆っている請求項１乃至請求項３の何れかに記載の携帯電子機器。
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【請求項５】
　前記タッチパネルの第１の操作キー部は、それぞれ複数本のＸ値検出ラインとＹ値検出
ラインとをマトリクス状に配列して構成され、第２の操作キー部は、前記Ｘ軸検出ライン
と同一方向に伸びる複数本の引出しラインの配列によって構成される請求項１乃至請求項
４の何れかに記載の携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機やデジタルカメラ等の携帯電子機器に装備されるタッチ入力装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に携帯電話機においては、携帯可能な小型の筐体に、液晶ディスプレイ等の薄型の
ディスプレイと、テンキー等の複数の操作キーとが配備されており、ディスプレイによっ
て種々の情報表示が可能であると共に、操作キーの操作によって種々の情報入力が可能で
ある。
　又、携帯電話機においては、操作性の向上を図るために、ディスプレイの画面を覆って
タッチパネルが設置され、例えばディスプレイに表示されているキー画像をタッチ操作す
ることによって、該キー画像に対応する機能を動作させることが可能となっている(特許
文献１参照)。
【０００３】
　図３に示す如く、タッチパネル(６)は、検出部(61)の端部にリード部(62)を突設して構
成され、検出部(61)は、Ｙ軸方向に伸びるＸ値検出ライン(63)とＸ軸方向に伸びるＹ値検
出ライン(64)がマトリクス状に配列されている透明のマトリクス領域Ａと、該マトリクス
領域ＡからＹ軸方向に伸びてリード部(62)へ至る複数本の引出しライン(65)からなる非透
明の引出し領域Ｂとを有し、マトリクス領域Ａが２次元の入力装置としての機能を発揮す
る。
【０００４】
　タッチパネル(６)を携帯電話機に搭載する場合、図３に示す如くタッチパネル(６)は、
そのマトリクス領域Ａをディスプレイ(４)の画像表示領域(41)に重ね合わせて設置される
。携帯電話機の動作時には、ディスプレイ(４)の画面に複数のキー画像が表示され、ある
１つのキー画像が表示されている位置をタッチ操作することによって、タッチ位置に応じ
たＸ値出力とＹ値出力が得られる。
【０００５】
　ところで、図３に示すタッチパネル(６)において、複数本の引出しライン(65)からなる
引出し領域Ｂは、２次元のタッチ入力装置としては機能しないため、タッチパネル(６)を
携帯電話機に搭載する場合、タッチパネル(６)の引出し領域Ｂはカバーパネルによって覆
い隠され、２次元の出力が得られるマトリクス領域Ａのみを表面に露出させている。
【特許文献１】特開２０００－７８２５２号公報［H04M1/02］
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、携帯電話機等の小型の電子機器においては、近年の情報表示量の増大に
伴ってディスプレイが大画面化する一方、多機能化に伴って操作キーの数も増大している
ため、機器の更なる小型化が困難となっている。
【０００７】
　そこで本発明は、ディスプレイの表面にタッチパネルが設置されているタッチ入力装置
を具えた携帯電子機器において、ディスプレイの大画面化と操作キー数の増大を両立させ
て、従来よりも機器の小型化を図ることが可能なタッチ入力装置、並びに該タッチ入力装
置を具えた携帯電子機器を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る携帯電子機器は、
　画像表示領域を有するディスプレイと、
　第１の操作キー部と第２の操作キー部とを有し、該第１の操作キー部は、前記ディスプ
レイの画像表示領域に表示される画像に従って入力操作が可能であるタッチパネルと、
　透光性パネル部とキー表示部とを有し、該透光性パネル部は、前記タッチパネルの第１
の操作キー部を覆い、該キー表示部は、前記タッチパネルの第２の操作キー部を覆ってい
るカバーパネル
とを具えている。
【０００９】
　上記携帯電子機器によれば、カバーパネルの透光性パネル部をタッチすることによって
、タッチパネルの第１の操作キー部に対する操作が行なわれ、カバーパネルのキー表示部
をタッチすることによって、タッチパネルの第２の操作キー部に対する操作が行なわれる
。
【００１０】
　具体的な態様において、前記カバーパネルのキー表示部には、機器動作を表わす操作キ
ーが表示される。
　又、前記タッチパネルの第２の操作キー部に対する操作によって、前記ディスプレイの
画像表示部に表示されている画像に対する操作信号が生成される。
【００１１】
　具体的な態様において、前記タッチパネルの第１の操作キー部は透光性を有し、該操作
キー部が前記ディスプレイの画像表示領域を覆っている。
【００１２】
　更に具体的な態様において、前記タッチパネルの第１の操作キー部は、それぞれ複数本
のＸ値検出ラインとＹ値検出ラインとをマトリクス状に配列して構成され、第２の操作キ
ー部は、前記Ｘ軸検出ラインと同一方向に伸びる複数本の引出しラインの配列によって構
成される。
【００１３】
　上記携帯電子機器によれば、カバーパネルの透光性パネル部を通じてディスプレイの画
像表示領域に表示されている複数のキー画像を観ることが出来、任意の１つのキー画像を
タッチ操作することにより、該キー画像の位置に応じた２次元の出力(Ｘ値出力及びＹ値
出力)が得られる。又、カバーパネルに設けられているキー表示部をタッチ操作すること
により、該キー表示部の位置に応じた１次元の出力(Ｘ値出力)が得られる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る携帯電子機器によれば、従来は利用されていなかったタッチパネルの引出
し領域を第２の操作キー部として利用することが出来るので、これによって引出し領域の
占めるスペースが有効活用されることとなり、従来よりも機器の小型化を図ることが出来
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を携帯電話機に実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
　本発明に係る携帯電話機は、図１に示す如く操作側本体(２)と表示側本体(３)を折り畳
み可能に連結して構成され、操作側本体(２)の内面には、テンキー等の複数の操作キー(
図示省略)が配備されると共に、表示側本体(３)の内面には、大画面を有するメインディ
スプレイ(図示省略)が配備されている。
　又、操作側本体(２)の下端部には送話部(５)が配備され、表示側本体(３)の上端部には
受話部(51)が配備されている。
【００１６】
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　図２に示す如く、表示側本体(３)は、サブディスプレイ(４)が搭載された内面ケース半
体(30)と、サブディスプレイ(４)の画面に応じた開口(32)を有する背面ケース半体(31)と
、サブディスプレイ(４)の画面を覆って背面ケース半体(31)上に設置されるタッチパネル
(６)と、該タッチパネル(６)を覆って背面ケース半体(31)上に設置される樹脂製のカバー
パネル(33)とから構成される。
【００１７】
　タッチパネル(６)は、図３に示す如く、検出部(61)の端部にリード部(62)を突設して構
成され、リード部(62)の先端部は、前記内面ケース半体(30)上の回路基板(図示省略)に接
続される。
　タッチパネル(６)の検出部(61)は、Ｙ軸方向に伸びるＸ値検出ライン(63)とＸ軸方向に
伸びるＹ値検出ライン(64)とがマトリクス状に配列された透明のマトリクス領域Ａと、該
マトリクス領域ＡからＹ軸方向に伸びてリード部(62)へ至る複数本の引出しライン(65)が
配列された非透明の引出し領域Ｂとを有している。
　該タッチパネル(６)は、そのマトリクス領域Ａをディスプレイ(４)の画像表示領域(41)
に重ね合わせて設置される。
【００１８】
　上記タッチパネル(６)は、Ｘ値検出ライン(63)とＹ値検出ライン(64)の交叉位置若しく
はその近傍位置を指先でタッチすることによって、そのタッチ位置に応じたＸ値出力とＹ
値出力が得られると共に、そのタッチ操作力に応じたＺ値出力が得られるものである。
【００１９】
　タッチパネル(６)のマトリクス領域Ａをタッチ操作した場合、Ｘ値出力及びＹ値出力は
安定しており、Ｚ値出力もある程度の大きさを有している。従って、Ｘ値出力及びＹ値出
力からタッチ位置を検出することが出来る。
　これに対し、タッチパネル(６)の引出し領域Ｂをタッチ操作した場合、Ｘ値出力は安定
しているが、Ｙ値出力は不安定なものとなる。又、Ｚ値出力は、マトリクス領域Ａをタッ
チ操作した場合のＺ値出力よりも大きなものとなる。従って、Ｚ値出力の増大によって引
出し領域Ｂのタッチ操作であることが判明し、Ｘ値出力からＸ軸方向のタッチ位置を検出
することが出来る。
【００２０】
　図２に示す如く、カバーパネル(33)には、タッチパネル(６)のマトリクス領域Ａと対向
する領域に、透光性パネル部(34)が形成されると共に、タッチパネル(６)の引出し領域Ｂ
と対向する領域に、Ｘ軸方向に並ぶ複数のキー表示部(35)が設けられている。
【００２１】
　携帯電話機の動作時には、ディスプレイ(４)の画面に複数のキー画像が表示され(図１
及び図２参照)、ある１つのキー画像が表示されている位置にてカバーパネル(33)の透光
性パネル部(34)をタッチ操作すれば、タッチ位置に応じたＸ値出力及びＹ値出力と、ある
程度の大きさのＺ値出力が得られる。そこで、Ｘ値出力とＹ値出力に基づいて、タッチ操
作されたキー画像に応じた操作信号を生成する。
　又、カバーパネル(33)の複数のキー表示部(35)の内、任意の１つのキー表示部(35)をタ
ッチ操作すれば、タッチ位置に応じたＸ値出力と、大きなＺ値出力が得られる。そこで、
Ｘ値出力に基づいて、何れのキー表示部(35)が操作されたかを判断し、操作されたキー表
示部(35)に応じた操作信号を生成する。
【００２２】
　例えば、図４に示す如く、サブディスプレイ(４)の画像表示領域(41)に複数の操作キー
の画像をスクロール表示する場合、複数のキー表示部(35)の内、１つのキー表示部(35)を
タッチ操作することによって、画像表示領域(41)に表示されている操作キー群の画像を、
タッチ操作されたキー表示部(35)が指定する操作キーを先頭とする操作キー群の画像に切
り換えることが出来る。
【００２３】
　又、図５に示す如く、サブディスプレイ(４)の画像表示領域(41)に音楽アルバムのタイ
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トルと再生時間を表示する場合、複数のキー表示部(35)によって、再生動作(例えば、再
生開始、早送り、逆送り等)に関する操作キーを表わし、何れか１つのキー表示部(35)を
タッチ操作することによって、操作されたキー表示部(35)が指定する１つの再生動作を指
令することが出来る。
【００２４】
　上記本発明の携帯電話機によれば、従来は利用されていなかったタッチパネル(６)の引
出し領域Ｂを第２の操作部として利用しているので、引出し領域Ｂの占めるスペースが操
作キー部として有効活用されることとなり、この結果、従来よりも携帯電話機の小型化が
図られる。
【００２５】
　尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲
内で種々の変形が可能である。上記実施例では、折り畳み電話機を折り畳んだときに露出
するサブ表示部について本発明を実施しているが、折り畳んだときに覆い隠されるメイン
表示部にタッチパネルを具えるものであれば、メイン表示部について本発明を実施するこ
とも可能である。
　上記実施例に設けられている第２の操作キー部は、画像表示領域の表示に対する操作や
メインのキー操作部の操作を補うものであるが、場合によって、モードやアプリケーショ
ン等で使用不能となるように制御してもよい。これによって、誤操作を防止することが出
来、余分な入力処理を受け付けて処理しないようにする制御が不要となる。
　又、本発明においては、第２の操作キー部をメインの操作部として、画像表示領域に表
示された内容を操作するために使用し、画像表示領域中の第１の操作キー部を使用しない
ようにしてもよい。例えば、図５の様な簡単音楽再生などであれば、画像表示領域で操作
する必要がなく、この表示領域には音楽に関する情報(動画クリップ、音楽情報、写真(ジ
ャケット)など)を表示した上で、簡単な機能(再生、早送り、逆送り)をこの第２操作キー
部で対応するようにして、画面は表示に特化し、大画面へのタッチ入力を不能にするよう
にしてもよい。
　本発明は又、折り畳み式携帯電話機に限らず、スライド式携帯電話機やストレート型の
携帯電話機、更には、携帯電話機に限らず、デジタルカメラやゲーム機等の種々の携帯端
子機器に実施することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る携帯電話機の斜視図である。
【図２】該携帯電話機の表示側本体の分解斜視図である。
【図３】タッチパネルの平面図である。
【図４】サブディスプレイによる画像表示例を示す平面図である。
【図５】サブディスプレイによる他の画像表示例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００２７】
(２)　操作側本体
(３)　表示側本体
(33)　カバーパネル
(34)　透光性パネル部
(35)　キー表示部
(４)　サブディスプレイ
(６)　タッチパネル
(61)　検出部
(62)　リード部
(63)　Ｘ値検出ライン
(64)　Ｙ値検出ライン
(65)　引出しライン
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